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基発第2 7 9号

平成13年3月30日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

｢債権管理事務取扱手引」の一部改訂について
I

債権管理に関する事務処理については、平成2年3月26日付け基発第162号通達「債権

管理事務取扱手引（平成2年3月） 」 （以下、 「平成2年3月手引」という。 ）により取り扱

ってきたところであるが、その後、都道府県労働局設置等が行なわれたこと及び第5章「訟務

事務」を追加することから、平成13年4月1日から別添の「債権管理事務取扱手引（平成

13年3月）」のとおり改めることとしたので、事務処理に遺漏のないよう関係職員に周知さ

れたい。

なお、 「平成2年3月手引」の第3章5～9については、一般会計及び特別会計に共通する

債権であるため削除する。

また、 「平成2年3月手引」は、平成13年3月31日をもって廃止する。
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例凡

根拠法令等の引用にあたっては次の略語を用いた。

国の債権の管理等に関する法律（昭和31年5月22日法律第1 14号）

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和31年1 1月10日政令第337

号）

債権管理事務取扱規則（昭和31年12月29日大蔵省令第86号）

計算証明規則（昭和27年6月7日会計検査院規則第3号）

国税徴収法（昭和34年4月20日法律第147号）

歳入徴収官事務規程（昭和27年11月29日大蔵省令第141号）

予算決算及び会計令（昭和22年4月30日勅令第165号）

支出官事務規程（昭和22年9月27日大蔵省令第94号）

出納官吏事務規程（昭和22年9月27日大蔵省令第95号）

賃金の支払の確保等に関する法律（昭和51年5月27日法律第34号）

労働者災害補償保険法（昭和22年4月7日法律第50号）

労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年12月9日法律第84号）

日本銀行国庫金取扱規程（昭和22年9月27日大蔵省令第93号）

民事訴訟法（平成8年6月26日法律第109号）

民事訴訟規則（平成8年12月17日最高裁規第5号）

民事訴訟費用等に関する法律（昭和46年4月6日法律第40号）

民事執行法（昭和54年3月30日法律第4号）

民事執行規則（昭和54年11月8日最高裁規第5号）

債管法

債管令

も

債管則

計証則

国徴法

歳徴程

予決令

支事程

出事程

賃確法

労災保険法

徴収法

日銀国庫程

民訴法

民訴則

民訴費用法

民執法

民執則
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第1章 総 説

1 目 的

この「債権管理事務取扱手引」は、労災保険法等に基づく保険給付等に係る債権に関する

事務について、その取扱いを定めたものである。

2債権管理法の趣旨

債権管理法は、国の金銭債権についての管理に関する一般的な法的基準を内容とし、この

債権の管理の適性を期するために制定されたものであって次の法令から成り立っている。

国の債権の管理等に関する法律（昭和31年法律第114号）

国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和31年法律第337号） ．

債権管理事務取扱規則（昭和31年大蔵省令第86号）

この債権管理法の基本的事項は次のとおりである。

イ債権管理の機関を法定することにより債権管理の権限と責任の所在が規定されている。

ロ債権管理の基準を定め、債権の把握、取立て及び保全に関する手続きの準則が規定され

ている。 『

ﾛ

ハ債権の内容の変更（偵権の履行延期、利率の引下げ、和解による譲歩等）又は減免に関

する一般的基準を定め、債権の円滑かつ効率的な取立てが行えるよう規定されている。

二債権の発生の原因となる契約その他の行為の内容の基準が定められており、その行為に

基づいて発生する債権の発生後に円滑かつ適正な管理事務が行えるよう規定されている。

なお、債権管理事務とは、国の金銭債権について債権者として行うべき保全、取立て、

内容の変更及び消滅に関する事務をいうものであって、 「歳入徴収官が行う事務」及び

「滞納処分を執行するものが行う事務」のように、債権管理の事務について別途整備され

ているものについては除外されている。

3債権管理法の概要

債権管理法に定める内容は、次のとおりである。

イ債権の管理に関する事務は、債権の種類により歳入徴収官、支出官又はこれらに準ずる

職員（これら債権の管理に関する事務を行う者を総称して「歳入徴収官等」という。以下

同じ。）がこれに当たること（債管法第5条、債管令第5条及び第6条、債管則第4条・

第5条。第39条の6及び第39条の7）。

ロ債権の管理のための帳簿（債権管理簿）を備え、債権管理事務についての必要事項を記

載すること（債管法第11条、債管令第8条及び第10条、債管則第8条～第12条）。
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なお、債権管理簿へ記載しないうちに当該債権の全部が消滅したことを確認したときは、

適宜の様式による帳簿（債権整理簿）に債権管理簿へ記載することができなかった理由及

びその他必要な事項を記載すること。ただし、報酬又は賃金から控除する保険料等につい

ては除外されていること（債管令第9条）。

ハ契約担当者、現金出納職員等は、債權の発生、消滅又は変更を知ったときは、これを歳

入徴収官等に通知しなければならないこと（債管法第12条及び第23条、債管令第11

条・第12条・第22条及び第23条、債管則第12条の2，歳徴程第54条の3） 。

二歳入徴収官等は、納入の告知、督促及び履行延期の特約等を自ら行うこと。

納歳入金債権については、歳入徴収官が納入告知等の手続を行うこと（会計法第6条、

予決令第28条及び第29条、債管法第13条、債管則第14条、歳徴程第3条～第

21条の2．第27条及び第54条の2）。

㈲歳入金に係る債権以外の債権（支出済又は支払済となった歳出の返納金であって、そ

の支払った歳出の金額に戻入する場合）については、支出官又は資金前渡官吏が納入告

知等の手続を行うこと（予決令第34条、債管法第13条、債管令第13条、債管則第

13条～第20条及び第39条）。

ホ分任歳入徴収官以外の職員（以下「特定分任歳入徴収官等」という。）が歳入金債権の

管理に関する事務を分掌する場合は、歳入徴収官に対して納入の告知、督促等の措置の請

求を行うこと（債管令第14条の2，債管則第39条の3～第39条の5）。

（注） 「特定分任歳入微収官」は単なる呼称であって、会計官職ではない。 これに相当する

者は、歳入金債楢を取扱う場合の労働基準監督署長である。

へ納付の委託の制度が規定されていること（債管法第14条、債管令第15条、債管則第

20条の2～第20条の8)。

卜歳入徴収官等は、配当の要求その他債桶の申出及び債権の保全のための措置をしなけれ

ばならないこと（債管法第17条及び第18条、債管令第17条、債管則第25条） 。

チ強制履行の請求等の手続きが規定されていること（債管法第15条及び第18条、債管

令第16条及び第17条、債管則第21条～第23条・第25条及び第26条）。

リ国税滞納処分の例によって滞納処分ができる債権以外の債権であり、かつ、法又は政令

の定める事由（債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が

強制執行の費用を超えないと認められる場合等）に該当し、これを履行させることが著し

く困難又は不適当であると認められるときは、保全及び取立てに関する事務を要しないも

のとして徴収停止ができること（債管法第21条及び第38条、債管例第18条～第20
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条、債管則第27条）。

この場合、当該債権は、債権管理簿において他の債権と区分して整理し、以後、積極的

な保全取立て事務は要しない。

ﾇ・ 国税滞納処分の例によって滞納処分ができる債権以外の債権であり、かつ、法又は法令

で定める事由（債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合等）に該当する場合は、一

定の条件を付したうえ5年以内（ただし、さらに延期の特約等をすることができる。）に

おいて履行延期の特約又は処分をすることができること。

また、履行延期の特約等を行う場合は、必ず債務者からの書面による申請により行うこ

と。

なお、履行延期の特約等をする場合には翰担保を提供させ、年8．25％の利息（昭和

32年大蔵省告示第8号・国の債権の管理等に関する法律施行令第29条本文に規定する

財務大臣が定める率）を付し、債務名義を取得することを要するが、特定の場合に該当す

るときは、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができること（債管法第24

条～第27条及び第38条、債管令第24条～第32条、債管則第34条～第37条）。

ル債務者が、無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について、

当初の履行期限から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状

態にあり、かつ、弁済することができる見込がないと認められる場合は、当該債権並びに

これに係る延滞金及び利息を免除することができること（債管法第32条及び第38条）。

なお、この免除は必ず債務者からの書面による申請に基づき行うこと（債管令第33条、

債管則第39条）。

ヲ債権が消滅したものとみなして整理することができること（債管則第30条）。

ワ延滞金に関する特則が規定されていること（債管法第33条、債管令第34条）。

力債権の弁済の充当順序を明らかにして納入の告知を行うこと。例えば、一部納付があり、

元本金額又は延滞金額になお未済がある場合は、未納に係る金額につき作成した納付書に

その充当した金額の内訳を付記してこれを債務者に送付すること（債管則第13条及び第

14条、歳徴程第15条の3及び第25条の2）。

ヨ債権に関する契約の内容についての基準が整備されていること（債管法第34条～第

37条、債管令第35条）。

夕債権の毎年度末における現在額の報告書の作成及び送付を要すること（債管法第39条、

債管令第38条、債管則第40条及び第41条）。
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第2章債権管理事務の概要
’

ｌ
ｊ
ｌ

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

1 債権管理の対象となる債権

労災保険法等に基づく保険給付等に係る債権で、債権管理の対象となる主なものは次のと
おりである。

（1）歳入金に係る債権

イ返納金債権

返納金債権とは、保険給付等の過誤払又は不正受給者等による金銭の不当利得に係る
償還命令に基づく返還金に係る債権をいい、後者については次のものがある。
帥労災保険法第12条の3の第1項の規定（同時に支給された特別支給金を含む。）
による不正受給者からの費用徴収金

口賃確法第8条第1項及び第2項の規定による不正受給者からの返還金
ロ利得償還金債樒

利得偵還金債権とは､金銭以外の財産の不当利得による償還金に係る債権をいい､次
のものがある。

o被災労働者に誤って療養の給付（現物給付）をした場合に当該労働者から償還する
ための債権

ハ延滞金債権

延滞金債権とは、金銭債権の履行遅滞に係る損害賠償金その他これに類する徴収金に
係る債権をいう。

二損害賠償金債権

黒星忍毒とは､ 『労災保険法第‘‘条｣による事業主から-=“こ呼
法第8条」による徴収金及び「労災保険法第12条の4」により代位取得する損害賠横
金等これらに類する徴収金に係る債権をいい、次のものがある。
H)労災保険法第12条の3の第2項の規定（同時に支給される特別支給金を含む。）
による不正受給者（事業主を含む。）の費用徴収金

口労災保険法第12条の4の第1項の規定により取得する第三者（加害者）からの収

’
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し1労災保険法第31条の第1項の規定による事業主からの費用徴収金
目賃確法第8条第1項及び第2項の規定による不正受給者からの納付金
ホ労働者災害補償保険通勤災害一部負担金債権
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’ 労働者災害補償保険通勤災害一部負担金債権とは、 「労災保険法第31条第2項」の

規定によりその費用の一部を200円を超えない範囲で療養給付から控除又は徴収する

一部負担金に係る債権をいう。

2債権管理の基本的事項

（1）歳入徴収官等の任命

債管令第5条第1項、第2項及び第3項による債権の管理に関する事務を行う者（主任

官、分任官及び代理官）の任命は、債権令第5条第5項の規定により官職指定されるもの

である。

（2）歳入徴収官等の官職及び事務の範囲

厚生労働省所官労働保険特別会計の官職及びその所掌事務の範囲

イ歳入金に係る債権

指定官職

’
ﾛ

0

所掌事務の範囲特定分任歳入
●

徴収官

歳入徴収官代

理

主任歳入徴収

官

1

■

晦

瀧 本省における歳入の徴収に関する事

務

労働基準局総

務課長

労働基準局長本
省

１
Ｅ
田

基

当該都道府県労働局における歳入の

徴収に関する事務

当該労働基準監督署における労災勘

定及び徴収勘定に属する歳入の徴収

に関する事務

都道府県労働

局総務部長

都道府県労働

局長i
で

IILi

労
働
基
準
監
督
署

都
道
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県
労
働
局

労働基準監督

署長
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指 定官職
所掌事務の範囲

I 支 出 宮

戸－．＝一

I
支出官代理

本省における経費の支出に関する事務労働基準局総

務課長

労働基準局長

本 省

Ｉ

Ra』

当該都道府県労働局における労災勘定及び徴収

勘定に属する経費の支出に関する事務

都道府県労働都道府県労働

局長
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歳出の金額に戻入する返納金に係る債権（資金前渡官吏）
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閥代理官の官職にある者は、歳入徴収官等の官職にある者が転免、死亡、その他異
動（欠員を含む。）により、事務をとることができない場合にその事務を代理する
こと。

(3)債権管理の基本的事務の流れ

イ債権確認決議書を作成し、その種類・金額等を調査確認すること。
ロ債権管理簿に登記して、その後の収納状況を把握すること。
ハ債管令第5条の規定に基づき歳入徴収官等（特定分任歳入徴収官を除く。）は、納入
の告知又は履行の督促等の措置を自ら行うこと。また、特定分任歳入徴収官が、納入の
告知又は督促時の措置を必要とするときは歳入徴収官に対し、これらの措置をとるべき
ことを請求すること。

’
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指定官職

資金前渡官吏

資金前渡官吏

代理

所掌事務の範囲

都道府県

労働局

都道府県労働

局総務部総務

課長（東京労

働局及び大阪

労働局は総務

部会計課長）

都道府県労働

局総務部総務

課会計担当課

長補佐（東京

労働局及び大

阪労働局は総

務部会計課長

補佐）

当該都道府県労働局におけ

る事務

る経費の支払に関す

労働基準

監督署

労働基準監督

署長

労働基準監督

署次長

(次長の官職

の圏かれてい

ない労働基準

監督署にあつ

ては、第一課

長）

当該労働基準監督署における労災勘定及び徴収

勘定に属する経費の支払に関する事務



債務者の資力その他によって一時の支払が困難と認められるものについては、

(ｲ）債務者から申請させて履行延期の特約をすること。

口法務局に依頼して和解を行う（自力執行権のない債権）こと。

例債務者に誠意がないと認められる場合は強制執行（自力執行権のある債権)又は訴

訟を提起し強制履行（自力執行権のない債権）を求めること。

債務者が債管法第21条及び債管令第20条に規定する一定の条件に該当した場合に

二二

ホ

は、徴収停I卜を行うこと。
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Ｉ

第3章債権の種類別事務処理 I

1 過誤払返納金債権（現年度分)′

過誤払返納金債権（現年度分）とは、支出官からの支出又は資金前渡官吏の支払いにおい
て、その当該年度内（出納整理期間を含む。）に過誤払を発見した場合の返納金債権をいい、
支出官口座又は資金前渡官吏の預託金口座に戻入し、当該年度の支出又は支払の資金に当て
ることができることとなっている（出事程第58条の2） （参考1）。
（1）歳入金に係る債権以外の債権（歳出その他の支払金の返納金債権）
歳出戻入金債権（会計法第9条ただし書） （参考2）
前渡資金返納金債権（出事程第58条の2）
支出官又は資金前渡官吏が支出決議又は支払事務の誤り等により、正当額以上に支出又
は支払いをしたときは、その過誤払渡しとなった金額をその支払いを受けた者から返納金
債楢として回収することになるが、この債権管理事務は支出官又は資金前渡官吏が自ら行
う。 ．

この過誤払金を回収する権利は民法上の不当利得返還請求書（民法第703条）に当た
るものである（参考3） 。

（注）この過誤払いの原因が①偽りその他不正の手段により支払を受けたもの若しくは、
②支出官又は資金前渡官吏等の重大な過失による場合、又は、③翌年4月30日を経過
したものであるときは、歳入金憤権として徴収しなければならない（予決令第33条、
出事程第58条の2第1項ただし書及び第3項） （参考4） 。
（2）調査確認（債管法第11条、債管令第10条、債管則第10条及び第11条） （参考5

I
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支出官の支出の誤り又は監督署長の支給決定の取消・変更及び資金前渡官吏等の支払い
の誤り等によってその支払額の全部又は一部が過誤払であるとなったときは次の事務処理
を行うこと。

（参考） 保険給付等の支給決定取消の手続きについては「労災保険給付事務取扱手引
（平成13年3月改訂）第1編、第1、V、 512． 2回収を要する場合」の項を参照
し「支給決定取消、支給決定、支給（追給・回収）決議書」 （帳票種別34331，
34231等）により前支給決定を取消したうえ、 「債権確認調査決定決議書」 （債管
様式第1号） （以下、 「債権確認決議書」という。）を作成して債権管理手続を行うこ

’
I

’

』 ととなる。
｜

’
↓
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イ調査確認の手続き

支出又は支払いの原因となった請求書、再調査を行った場合の復命書等の関係資料を

添付して、債権確認決議書により債権の種類、金額等を決定すること。

ロ債権確認決議書の作成及び記入方法

（ｲ）整理番号

年度毎の一連番号を記入すること。

口年 度

支払った日の属する年度を記入すること。

レウ債権の種類

〔支出官の場合〕

（部）歳入外債権 （款）歳出戻入金債権 （項）歳出戻入金債権

（目）返納金債権

〔資金前渡官吏の場合〕

（部）歳入外債権 （款）前渡資金返納金債権 （項）前渡資金返納金債権

（目）返納金債権

（二）発生年度

支払った日の属する年度を記入すること。

㈱履行期限
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決議の日から20日以内における適宜な履行期限を定めること（債管則第13条第

1項） （参考8） 。

例延滞金の徴収の要否

債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係る債権について

は、延滞金を免除することができること（債管令第34条第1項第7号） （参考9） 。

(N事後処理の欄

決議年月日と同一日に債権管理簿に登記し、処理のつど確認印を押すこと。

債権管理簿への登記（債管法第11条、債管令第8条～第10条､､債管則第8条～第

12条） （参考10， 11）

イ登記の時期

債権確認決議後、遅滞なく債権管理簿へ登記すること。

なお、労働保険特別会計労災勘定においては、債権管理簿「その1」に登記し、履行

延期の特約、裁判上の和解等をした場合には債権管理簿「その2」に転記すること。
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一
一

記載する事項及び記入方法

債権管理簿に記載しなければならない事項は、 「債管法第11条」、 「債管令第10
条第1項、第5項、第6項及び第7項」において定められており、これらの記入方法に
ついては「債管則別表第4」に定められている。

なお、債権管理簿に記載する事項については法令で次のように定められているが、債
一…【ー/，、=Thn.Xm小室桧に滴会するものを自主的に定める

ロ

！

’

I
権管理簿の様式については、各省庁の事務処理の実情に適合するもの易
ようになっている。

(ｲ）債務者の住所及び氏名 （債管法第11条）
｡債権金額 （ 〃 ）
ヤウ履行期限 （ 〃 ）
口債権の発生原因 （債管令第10条）
㈱債権の発生年度 （ 〃 ）
㈲債権の種類 （ 〃 ）
（ﾄ）利率その他利息に関する事項 （ 〃 ）
㈱延滞金に関する事項 （ 〃 ）
くり）債務者の資産又は業務の状況に関する事項（ 〃 ）
（ﾇ）担保に関する事項 （ 〃 ）
側解除条件 （ 〃 ）
（ｦ）債権発生年月日 （債管則第12条）
例その他歳入徴収官等から債権管理事務の引継ぎを受けた日付

（ 〃 ）

㈲（ｲ)～↓1までの事項で変更があった年月日 （ 〃 ）
日債権消滅年月日 （ 〃 ）
（ﾀ）納入の告知年月日 （ 〃． ）
(Iﾉ）督促年月日 （ 〃 ）
M債権消滅額 （ 〃 ）
肋債権額が減少された場合の減少額 （ 〃 ）
㈱債権の消滅時効の完成の表示 （ 〃 ）
㈹年度内に納入されなかった場合の歳入組入の表示

（ 〃 ）

’

’
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１
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’
(参考）

債管則別表第4

債権管理簿の記入の方法に関し必要な事項

1債権管理簿には、法第11条第1項及び令第10条の規定により記載する事項のほか、

次に掲げる日付を記入するものとする。

（1）債権が発生した日付（法令又は契約の定めるところにより国に帰属した債権について

は、その発生した日付及び国に帰属した日付）

（2）他の歳入徴収官等から債権の管理に関する事務の引継ぎを受けた日付

（3）法第11条第1項前段の規定により調査確認した事項に変更があった日付

（4）債権が消滅した日付

（5）前各号に掲げるもののほか、債権の管理に関する事務の処理に関して必要な措置を

とった日付又は債権の管理に関係する事実で当該事務の処理上必要と認められるものの

発生した日付

2 同一の発生年度若しくは種類に属する債権又は同一の発生原因に基づいて発生した債権

をその他の債権と区分して整理することとなっている債権管理簿においては、債権の発生

年度若しくは種類又は発生原因を当該債権管理簿の表紙又は見出しに記入することができ

る。同一の種類に属する債権をその他の債権と区分して整理することとしている債権管理

簿において、利息に関する事項、延滞金に関する事項その他債権管理簿に記戦すべき事項

の内容が当該種類に属するすべての債権について同一である場合におけるこれらの事項の

記入についても同様とする。

3利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金に係る債権は、予算決算及び会計令

（昭和22年勅令第165号）第131条に規定する徴収簿又は歳入徴収官事務規程第

41条に規定する徴収整理簿を債権管理簿として使用する場合を除き、これを附すること

となっている債権とあわせて記載するものとする（参考12， 13）。

4債権の種類は、略称又は符号をもって表示することができる。

5 歳入徴収官等は、 (1)に掲げる減少額については、債権金額の減額整理をするため法第

11条第1項後段の規定により調査確認の上、変更の記載をするものとし、(2)又は(3)に掲

げる減少額については、同条第2項の規定により債権の消滅の記載をするものとする。こ

の場合において､債権管理簿には、これらの減少額をそれぞれ区分して整理しなければな

らない。

（1）次の各号に掲げる事由による債権の減少額
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鯵二三

Ｊ
１

イ債権の発生の原因となる契約その他の行為の解除又は取消し、当該行為に解除条件
が附されている場合における当該解除条件の成就、債権の発生に関する法令の改廃そ
の他特別の事由により債権の発生の原因となる法律関係が消滅したこと。
ロ債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。
ハ令第8条第1号の規定により記戦した債権金額が利率又は貸付料の減額変更その他
の事由により減少することとなったこと。
二前各号に定めるもののほか、裁判所の判決による債権の不存在の確定、誤びゅうそ
の他特別の事由によりすでに記戦されている債権の債権金額が過大であり、又はその
債権が存在しないことが明らかとなったこと。
（2）弁済（代物弁済を含む。）、相殺又は充当による債権の減少額
（3）債権の免除、消滅時効の完成その他(1)又は(2)に掲げる事由以外の事由による債権の減
少額（債管則第30条の規定により債権が消滅したものとみなして整理する金額を含
む。） （参考14）。

(4)納入の告知（債管法第13条第1項、債管令第13条、債管則第13条及び第14条）
（参考15～17）

イ債務者が国以外の場合

納入者の氏名（法人にあっては、法人及び代表者の名称、個人にあっては、個人の氏
名、連帯納付義務者がある場合にあっては、各人名又は各法人の名称）を記戦した返納
金納入告知書「債管則別紙第2号書式」 （歳出戻入用）を債務者に送付すること。
ただし、連帯納付義務者がある場合にあっては、各人名又は各法人の名称を列記しな
いで何某外何名と記載しても差し支えないこと。
保険給付の場合は支給決定取消・支給決定・支給（追給・回収）決議書により支給
決定を取消し、返納金納入告知書に保険給付等支給不支給決定の変更決定通知書又は
保険給付等支給（不支給）決定取消決定通知書（労災保険給付事務取扱手引〔平成13
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年3月〕参照）を添付して送付すること。
ロ債務者が宮公署（国立病院等）の場合
宮公署から返納を求める場合は、納付者となるべき職員に返納金納入告知書を送付す
ること（出事程第58条の2第2項）。

ハ納入の告知をする者

歳出戻入金債権の場合 歳入徴収官等（支出官）
前渡資金返納金債権の場合 〃 （資金前渡官吏） ！

－12－



二納付期限

調査確認の日から20日以内における適宜な履行期限を定めること（納入告知は時効

中断の効力を有する。）。 （会計法第32条及び債管則第13条第1項） （参考18）

(5)督促（債管法第13条第2項、債管則第20条） （参考19）。

返納金納入告知書を債務者に送付し、その納入告知書の納付期限内に債務者が債務の履

行をしないときは、督促状（債管則別紙第4号書式）により納付の督促をするととⅧもに債

権管理簿に督促年月日を記戦すること（この督促状は単なる催告であって、国税通則法第

73条の規定による時効中断の効力を有しないこと。） （参考20)。

(6) 出納整理期限までに返納されなかった債権の措置（会計法第9条、予決令第6条、出事

程第58条の2） （参考21）

イ歳入への組入通知（債管則第31条、出事程第58条の2） （参考22）

返納金債権（国庫内移換を除く。）のうち戻入期限（翌年度の4月30日）までに返

納されなかった債権については、当該期限後直ちに「返納金債権歳入組入報告書」 （債

管様式第2号）を作成し、債権確認決議書の写を添付して歳入徴収官に通知し、債権管

理簿に記載すること。

ロ歳入徴収官の事務

歳入徴収官は、 「返納金債権歳入組入報告書」の送付を受けたときは5月1日付け

（戻入期限の翌日）をもって返納金の調査及び徴収の決定を行い、徴収決定年月日、徴

収決定額等の必要事項を徴収簿に記載すること。

I

！
湖
Ⅱ
測
刈
咀
詞

１
踊
り

卜

， ‘3
， 4

§
『

過誤払返納金債権（過年度分）

支出又は支払いを行った当該年度経過後に発見した過誤払金に係る返納金債権は、歳入金

債権となるので歳入徴収官が債権管理を行うこと。

(1)債権発生の通知（債管法第12条、債管令第11条及び第12条） （参考23， 24）

資金前渡官吏等が当該年度経過後に過誤払いを発見したときは、歳入徴収官に対し「債

権発生通知書j (債管様式第3号)に関係書類を添付して送付すること（収入官吏が領収

済の返納金債権については、債権発生通知書の備考欄に「告知不要」の旨を記するととも

に領収年月日、金額を記入すること。）。

(2)調査確認

歳入徴収官は、資金前渡官吏等から「債権発生通知書」の送付を受けたときは遅滞なく

調査確認を行うこと。
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’

なお、前記1の過誤払返納金債権（現年度分）と次の点が異なるだけでその他は全て同
様に取扱うこと。

（債擢の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）返納金債権

（歳入科目）

労働保険特別会計労災勘定

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）返納金

(3)債権管理簿への登記（債管法第11条、債管令第8条～第10条、債管則第8条～第
12条）

現年度分債権とは別の一連番号で記戦すること。
債権確認決議年月日と同一日で登記し、その他は過誤払返納金債権（現年度分）と同様

’

I

Ｉ
■
ｑ
１

に取扱うこと。

(4)納入の告知（会計法第6条、予決令第29条、債管法第13条第1項、債管令第13条、
歳徴程第9条） （参考25～27）

歳入徴収官は、債権確認、調査決定及び債権管理簿への記載を行った後、自ら納入の告
知を行うこと。

(5)督 促（債管法第13条第2項、債管則第20条) (参考28)
過誤払返納金債擢（現年度分）と同梯に取扱うこと。
この場合の督促状は時効中断の効力を有しないこと。

(6)時効及び時効の中断（債管法第18条第5項、民法147条） （参考29，30）
イ時 効

時効とは、一定の事実状態が永続した場合に、真実の擢利関係にかかわらず、その継
続してきた事実状態を尊重し、正当な権利関係と認めようとする制度をいう。
ロ時効中断の措置

歳入徴収官等は、その所掌に属する権利が時効によって消滅することとなるおそれが
あるときは、時効を中断するために必要な措置をとらなければならない。
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ハ時効の中断及び停止の効力

時効の中断は停止とともに時効の完成を阻止する制度であり、中断事由が生ずると継

続した時効期間は効力を失い、再び新たな時効期間が進行すること。

停止は本来の時効期間の進行に関係なく、ただ、その完成を一定期間猶予するもので

あり中断とは異なること。

二時効中断事由の種類

（ｲ）請 求

裁判上の請求（訴の提起、支払命令、和解のためにする呼出しもしくは任意出頭、

破産手続の参加）及び納入の告知

口差押え、仮差押え又は仮処分

債管法第15条の強制履行の請求及び同法第18条第2項の仮差押え又は仮処分

（参考31， 32）

例承 認

証書の書換え、債務の一部弁済、支払猶予の申出、利息の支払等

ホ時効の起算点

納返納金債権については、支払日が債権の発生日となるので、その翌日から時効が進

行すること。

㈲時効の中断措置をとった場合、その時点から新たに時効が進行すること（民法第

157条） （参考33）。

例納入の告知により中断された時効が新たに進行するのは、納入告知書が相手方に到

達した日の翌日からであること。

へ時効期間の満了点

(f)期間の末日をもって期間の満了とすること（民法第141条) (参考34)｡

㈲期間を週、月又は年で計算する場合は暦に従って計算すること（民法第143条）

（参考35） 。
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3 費用徴収等

労災保険法第12条の3第1項該当 （年正皇捻榊人）

監督署長は、偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた者があることを発見した

場合は、当該給付に係る処分を変更し、次の手続きをとること。

イ監督署の事務
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監督署長は､当該不正受給者に対し､その旨をr保険給付･特別支給金に係る支給決
定の変更決定通知書」により通知し、資金前渡官吏は、 「債権発生通知書」値管様式
第3号）を歳入徴収宮に通知すること。

ロ労働局の事務

労働局長は、上記イの通知と同時に不正受給者に対し、保険給付に要した費用を徴収
する旨及び徴収金の価額等を「労災保険法第12条の3の規定に基づく費用徴収の命令
書」により通知するとともに、歳入徴収官は、不正受給者に対し納入の告知を行うこと。
ハ歳入徴収官の徴収手続

歳入徴収官は蒲監督署長の処分の変更と債権発生通知に基づき債権確認決議を次によ

１
１

り行うこと。 ．

(ｲ）調査確認

a過誤払返納金債権（過年度分）に準じて行うが、債権の種類・歳入科目は下記の
とおりである。

（債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）返納金債権

（歳入科目）

労働保険特別会計労災勘定

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）雑入

なお、当該不正受給者が療養の給付（現物給付）も併せて受けた場合は、その部
分についての償還する収入金は次のとおりである。
（債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）利得償還金債権

（歳入科目）

}
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■

も１１１
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労働保険特別会計労災勘定

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）雑入

b延滞金

不徴収

c債椛発生年度

支払った日の属する年度

口納付期限

侭椛硴認の日から20日以内とする。

し，偵權笹理簿の登記

過誤払返納金俄椛（過年度分）に準じて取扱うこと。

㈲納入の告知

歳入徴収官は、債権確認、調査決定及び債権管理簿への記1I世を行った後、自ら納入

の告知を行うこと。

㈱督促

返納金納入告知群を債務者に送付し、その納入告知害の指定した納付期限を経過し

てもなお偵錺者が債務の随行をしないときは督促状（価管則別紙第4号書式）により

納付の督促をすることになるが、この場合、督促状により指定すべき期限は、督促状

を発する日から起算して10日以上経過した日にすること（徴収法第26条第1項及

び第2項準ﾊﾘ） （参考36）。

なお、償権管理簿に督促年月日を記戦すること、この場合の督促状は時効中断の効

力を有すること。

例強制執行

上記㈱による手続き後もなお徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によっ

て処分すること（徴収法第26条第3項、第28条及び第29条準用） （参考37，

38） 。

(Iウ時効期間

労災保険法第12条の3に係る債権の消滅時効は、支払った日の翌日から進行を始

め、徴収法第41条の準用により2年で消滅時効が完成すること（参考39）。

例時効の中断及び停止（会計法第31条） （参考40)
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a納入の告知（徴収法第41条を準用）

納入告知書の指定する納付期限まで中断事由は継統する。

b督促（徴収法第41条を準用）

督促状の指定する納付期限まで中断事由は継続する。

c差押（徴収法第29条を準用）

③差押え手続きが終了するまで中断事由は継続する。

⑥差押えが取り消されたときは、中断の効力は生じない。

、差押えのための捜索処分を実施したが差押えるべき財産がなく、差押えができ
なかった場合でも時効は中断される。

d納入についての野約があったとき

誓約符の解約期日まで中断事由は継続する。

e納付委託があったとき

受託証券の支払期日まで中断事由は継続する。

f 一部納付があったとき

納付日まで中断事由は継続する。

g交付要求をしたとき（国税徴収法第82条） （参考41）

交付要求の期間中断蔀由は継続する。

h滞納処分の猶予IWIIII (国税通則法第73条）

猶予期間『1ｺ、時効は進行しない（その期間中は停止している。 ）。

労災保険法第12条の3第2項該当（参考42）

前記(1)労災保険法第12条の3第1項該当の場合の取扱いと次の点以外は全て同じであ

。
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(債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）損害賠償金債権

(歳入科目）

労働保険特別会計労災勘定

（款）雑収入

（項)雑収入
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（目）雑入

なお、連帯して徴収金を納付すべき場合は、連帯債務として債権の確認及び調査決定は

1件として処理すること。納入告知書を不正受給者に対して送付する場合には、不正受給

者の住所、氏名に当該事業主の氏名を併記し、当該事業主に対しては、不正受給者に納入

の告知をした旨「法第12条の3の規定に基づく費用徴収の命令書」に明記して通知する

こと。

納入告知書を当該事業主に対して送付する場合には、当該事業主の住所、氏名に不正受

給者の氏名を併記し、不正受給者に対しては、当該事業主に納入の告知をした旨を通知す

ること。

(3)労災保険法第31条第1項該当（参考43）

本条の規定に基づく費用徴収の適用範囲は、労災保険給付事務取扱手引（平成13年3

月改訂） 「Ⅲ支給制限及び費用徴収等。302費用徴収・2事業主からの費用徴収」の項

によるものであるが、債権管理手続きについては、前記〈2)労災保険法第12条の3第2項

該当と全て同じ取扱いで、次のとおりである。

（債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）損害賠償金債権

（歳入科目）

労働保険特別会計労災勘定

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）雑入

イ監督署の事務

監督署長は、本条の規定に該当するものについて保険給付を行った場合には、労働局

長に対してその旨を「労働者災害補償保険法第31条の規定に係る保険給付通知書」に

より通知すること。

ロ労働局の事務

労働局長は､上記ｲの通知を受けた場合は､ ｢債権確認決議書｣により確認琴議をし、
当該事業主に対して保険給付に要した費用を徴収する旨及び徴収金の価額等を「法第
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31条の規定に基づく費用徴収の決定通知書｣により通知するとともに､納入告知書を
送付すること。

(4)労災保険法第31条第2項該当

通勤災害における一部負担金の徴収事務廷、療養給付を受ける労働者（労災保険法第
22条の2第3項の規定による減額をした者を除く。）から次により行うこと。ただし、
次の〔 〕内の者については、一部負担金の徴収を要しな’い（参考44）。

｜
（一部負担金の徴収を要しない者）

:憲鰯菫亘競鴛:憲 壷㈱
｜例同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
｛仁）特別加入者

労災保険法第22条の規定により療養給付を受ける労働者（上記制～㈲の者を除く。）
に支給する休業給付であって、最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、労災
保険法第22条の2第3項の規定により一部負担金に相当する額を減じた額とされている
が、最初に支給すべき休業給付から減額措置が行われなかった場合には、休業給付の過払
ということになるため債権管理を行うこととなる。

イ債権管理の事務

（ｲ） 2回目以降の休業給付から控除する（労災保険法第31条第3項の規定による。）。
㈲歳入徴収官の送付する納入告知書により徴収する。
上記2種の処理方法があるが、少額債権のため原則として(ｲ)の方法（(5)労災保険法第
31条第3項該当の項参照）により債権管理を行うこと。

ただし、(ｲ)の方法により難い場合は、口の方法により次のとおり処理すること。
a監督署の事務

休業給付を行ったが一部負担金の控除をしなかったものについては、その支給決定
をした日の属する四半期ごとに取りまとめ、債権発生調書及び債権管理簿（給付及び
一部負担金様式第1号（その1）及び（その2））を作成し、その四半期の第3の月
の15日までに同調書を添付した債権発生通知書（同様式第3号（その2））⑮⑳2
通を歳入徴収徴収官に送付すること。

b労働局の事務

監督署から前記aによる債権発生通知書の送付を受けたときは、その内容を調査し
誤りがないことを確認し、同債権発生通知書の上部の債権確認・徴収決定決議書によ
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り決議すること。

また、その徴収手続きは「前記(1)労災保険法第12条の3第1項該当」の場合に準
じて取扱うが次の点が異なるので注意すること。

（債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）労働者災害補償保険通勤災害一部負担金債権

（歳入科目）

労働保険特別会計労災勘定

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）雑入

（債権発生年度）

当該請求権の発生原因となる事実（支給決定）のあった日の属する年度

上記の事務処理を終えたときは、副本である決議書とその添付書類となっていた債

権管理簿を区分し端債権確認・徴収決定決議書綴（一部負担金）及び債権管理簿（一

部負担金）にそれぞれ編てつすること。

なお、新たに編てつした債権管理簿には、調査確認年月日納入告知年月日を記入

し、その後督促状を発行したときは、その年月日を、また、債権が消滅したときは、

備考欄に急の表示をすること。

労災保険法第31条第3項該当

現金給付からの一部負担金の控除

労災保険法第22条の2第3項の規定により減額して支給することとされているが、

この減額措置が行われなかった場合には、労災保険法第31条第3項の規定により休業

給付の額から一部負担金相当額を控除することができる。

一部負担金の事務処理

（監督署の事務）

柵控除決議及び残額の支払

労災保険法第31条第3項の規定により一部負担金相当額を保険給付の額から控除

する場合には、まず提出された休業給付の支給請求書の内容審査を行ったうえOCR
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に入力し、支給決定・支払決議書を出力させる。この決議書により一部負担金相当額
の控除決議と一部負担金を控除した後の保険給付の額の支払決議を監督署長が併せて
行いOCRに入力すると支給決定通知が出力されるので請求人あて送付することとな

’

’

る。

この通知が出力された後、 「明細表・当地名簿。送金名簿配信要求帳票」を作成し
OCRに入力すると要求した内容に応じて振込先預貯金口座明細表、当地名簿、送金
名簿が出力されるので、これに基づき、支払事務を行うとともに控除した一部負担金
については、国庫金振替書を発して国庫内移換の手続きをとって歳入に納付すること
（歳徴程第8条の2及び出事程第40条の3) (参考45， 46)。

ｌ
園

口国庫金振替書の作成

国庫金振替書の作成に当たっては、所要事項を記載のうえ、表面余白に「労働筋
者災害補償保険通勤災害一部負担金」の印を押すこと（出事程第35条） （参考
47）。

例国庫金振替書の歳入納付

控除した一部負担金相当額を当該保険給付の日又は、支払の日の属する月で取りま
とめて歳入に納付する場合には控除額支払決議書（様式第2号（その1））の一部負
担金額表（出事程第13号の8書式）を作成のうえ、同様式により控除額支払決議を
行い、この決議に基づいて国庫金振替書を発し、一部負担金相当額を預託金から歳入
に納付すること。

働一部負担金額表の送付

国庫金振替書を発したときは、歳入徴収官に「一部負担金額表」を送付すること
（出事程第32条第3項及び第54条） （参考48， 49）。
この場合に、 「一部負担金額表」は控除債権調査決定決議書（様式第2号（その2）
⑲⑳2通）の下段を使用して作成すること。その際「備考」隅に債権発生年月日（当
該被災労働者の療養給付に関する最初の支給決定の日）を記入すること。
なお、 「一部負担金額表」の送付の際には、債権発生調書並びに債権管理簿（様式
第1号（その1）及び（その2））の添付は要しないこと。
㈱控除額支払決議書の保管等

a控除額支払決議書は、前渡資金出納計算書の附属証拠書類ではあるが、会計検査
院に提出する必要はない。

b控除額支払決議書は、保険給付費等証拠書の最末尾に仕切紙を付して国庫金振替
？
■
９
０
－
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済書とともに編綴保管すること。

（労働局の事務）

(ｲ）徴収決定

「一部負担金額表」の送付を受けた歳入徴収官は、その内容を調査し、誤りがない

ことを確認しかつ日本銀行からの振替済通知書の送付があったときは、その振替済通

知書に基づき、控除債権調査決定決議書（様式第2号（その2））により歳入金の徴

収決定を行い、徴収簿に登記すること。

控除債権調査決定決議書⑱は原本として歳入徴収額計算書の附属証拠書類として会

計検査院に提出すること。

口納入告知方式による一部負担金の徴収事務

イ監督署から債権発生通知書（株式第3号（その2））の送付を受けたときは、

その内容を調査し誤りがないことを確認したときは、同債権発生通知書の上部の

債権確認徴収決定決議書により決議し、納入告知書（雑収入用）を作成して送付

する。

ロ前記イの事務処理を終えたときは、副本である決議書とその添付書類となってい

た債権管理簿を区分し、債権確認・徴収決議書綴（一部負担金）及び債権管理簿

（一部負担金）にそれぞれ編てつすること。

なお、新たに編てつした債権管理簿には、調査確認年月日、納入告知年月日を記

入し、その後督促状を発行したときは、その年月日を、また債権が消滅したときは、

備考欄に②の表示をすること。

賃金の支払の確保等に関する法律第8条該当（参考50)

監督署の事務

不正受給又は不正受給しようとしたことが判明した場合、既に認定又は確認の処分を

行ったものについては、当該処分を行った労働基準監督署長は、次により、 「未払賃金

の立替払に係る認定の取消しについて」 （未払賃金の立替払事業様式第12号）によっ

て認定の取消し、 「未払賃金の立替払に係る確認の取消しについて」 （同様式第12号

の2）によって確認の取消し又は「未払賃金の立替払に係る確認の変更について」 （同

様式第13号）によって確認の変更の処分を行うこと。

㈹監督署長は、認定の取消しを行う場合は、当該認定に係る確認のすべてを取り消す

必要があること。

口監督署長は蕊確認した未払賃金額の全額について偽りその他不正の行為があった場
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１
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合は様式第12号の2により、また、未払賃金額の一部について偽りその他不正の行
為があった場合は様式第13号によって処分を行うこと。

例監督署長は、認定の取消し、確認の取消し又は確認の変更の処分を行ったときは、
すみやかに労働局長、関係監督署長及び労働福祉事業団（以下、『事業団」という。）
に対し文書で通知するとともに、様式第12号、様式第12号の2又は様式第13号
の写を送付すること。

ロ ・未払賃金立替払にかかる不正受給の返還命令等は労働局長が行い、その回収手続きは
労働局長である歳入徴収官が行うことになる。

（ｲ）返還命令（賃確法第8条第1項）

a返還命令に関する用語の意味 ～

I
1
I

▲

偽りその他不正の行為により未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合に

は、賃確法第8条第1項に基づく返還命令の適用を受けることになる。賃確法第8

条第1項の用語の意味は次のとおりである。

(a) 「偽りその他不正の行為」とは、未払賃金の立替払を受ける手段として不正が

行われた場合のすべてをいい、その不正行為は立替払を受けた者の行為に限らな
い。

なお、単なる計算誤り等は、偽りその他不正の行為に含まれない。

(Ij 「債務の弁債を受けた者」とは、偽りその他不正の行為により現実かつ直接に
立替払金を受領（自己の口座に振込みを受けた場合及び自ら領得する目的を持っ

て、他人名義の口座を開設し、当該口座に振込みを受けた場合を含む。）した者

をいい、未払賃金の立替払対象者となり得る者に限らない。

(c) 「弁済を受けた金額の全部又は一部」とは、立替払を受けた者が受領した立替

払額のうち、偽りその他不正の行為が直接の原因となって立替払を受けた部分に

相当する額である。すなわち立替払額の全額が、偽りその他不正の行為に基づく

場合は、立替払額の全額が「弁済を受けた金額の全部」に該当し、立替払額の一

部が、偽りその他不正の行為に基づく場合は、不正の行為が原因となって立替払

を受けた部分に相当する額が「弁済を受けた金額の一部」に該当するものである

（例えば、未払賃金額の水増し請求による不正受給の場合には、立替払を受けた

金額と、本来水増し請求がなくとも立替払されるべき金額との差額がこれに該当

する。）。

b返還命令に関する事務処理

I

III

’

訓
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(a)上記(ｲ)に該当する不正受給があった場合には、事業場の所在地を管轄する労働
局長が立替払金の不正受給者に対し、未払賃金の立替払における不正受給に係る
返還命令書（同様式第14号）により返還を命ずること（賃確法施行規則第19
条第1項） （参考51）。

(b)法第8条第1項では「返還を命ずることができ」ることとされているが、上記
船に該当する場合は、不正受給者の所在不明の場合を除き、返還を命ずることを
原則とすること。

(c)労働局長は、返還命令を出すに際して、必要な限度において、不正受給者又は

事業主に対して、報告又は文書の提出を文書により命ずることができる（賃確法
第8条第4項、同施行規則第20条） （参考52）。

(d)返還を命じた労働局長は、監督署長及び事業団理事長に対し文書で通知すると
ともに、様式第14号の写を送付すること。

事業団は、この通知及び様式第12号、様式第12号の2又は様式第13号の

写に基づき立替払金に係る支給決定の取消し又は変更を行う,とともに、債権管理
台帳の登記を抹消することとなる。

連帯返還命令（賃確法第8条第2項）

l 連帯返還命令に関する用語の意味

事業主が偽りの報告又は証明をしたために立替払の不正受給がなされた場合には、
賃確法第8条第2項に基づく連帯返還命令の適用を受けることになる。賃確法第8
条第2項の用語の意味は次のとおりである。

(a) 「事業主が偽りの報告又は証明をしたため」とは、立替払に係る認定又は確認

の基礎となる事項について、事業主が、不当に未払賃金の立替払を受けさせるこ

と又は立替払の額を増額させることを意図して①不正受給者を謂助又は教唆し、

その手段として事実と異なる報告又は証明を行った場合及び②事業主が自ら事実
と異なる報告又は証明を行った場合をいう。

(b) この場合の「事業主」とは、当該不正受給者を雇用し、又は雇用していた者で
あり、当該事業主が利益を得たか否かは問わない。

なお、事業主が労働者名義を使って立替払を自ら受けた場合には、自らが不正

受給者として、上記柵の返還命令及び下記例の納付命令の対象となるものである。
連帯返還命令に関する事務処理

上記aに該当する場合は、原則として、労働局長が事業主及び不正受給者に対し

a
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師
鮒
１
１

て未払賃金の立替払における不正受給に係る連帯返還命令書（同様式第15号）に
よって連帯返還命令を行うこと。

様式第15号は、事業主及び不正受給者の双方に対し、それぞれ一枚ずつ同文の
ものを送付すること。

なお、この場合は上記(f)b(a)様式第14号による返還を命ずる必要はないが、上
記")bの(b)から(d)までは、この場合にも準用すること。
例納付命令（賃確法第8条第1項）

労働局長は、偽りその他不正の行為により未払賃金の立替払を受けた者に対してはへ
弁済を受けた金額の全部又は一部の返還を命ずるほかに、その不正受給が悪質なもの
であるときには、賃確法第8条第1項により当該偽りその他不正の行為により弁済を
受けた金額に相当する額以下の金額を納付すべきことを命ずることができる。
a納付命令の対象となる不正の行為

監督署長の認定又は確認の基礎となる重要な事項等について、偽りその他不正の
行為を行った場合であって、その不正が特に悪質であると認められるものが納付命
令の対象となる。次の(a)から(h)までに掲げる場合は、不正が特に悪質であるので、
原則として、納付命令の対象とすること。

(a}賃確法第12条の規定による報告命令に対して、虚偽の報告を行った場合（参
考53）

<b) 偽造し、変造し、又は虚偽の記載をした労働者名簿、賃金台帳等を使用した場

’
1 ‘

L1

合

(c)偽造し、又は変造した認定通知書若しくは確認通知書を使用した場合、又は他
人の確認通知書を使用した場合

(d)他人の名前で立替払請求書を作成し、他人名義の普通預金口座を開設した場合
(e) 自ら不正受給をするにとどまらず他の申請者に対しても不正受給を教唆した場
合

(f)以前にも不正受給し、又は、不正受給しようとした場合
(9)労使又は2人以上の労働者が共謀して不正受給を行った場合
<h) その他上記(a)から(9)と同等以上に悪質な行為がある場合
b納付を命ずる額

納付を命ずる金額は、偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する
額以下の金額であり、下記dに該当しない限り、返還命令の額と同額（いわゆる

I
－26－



「倍がえし」）とすること。

c納付命令に関する事務処理

納付命令は、労働局長が未払賃金の立替払における不正受給に係る納付命令書
（同様式第’6号）によりこれを行うこと。

なお、納付命令処分は返還命令処分が前提となるので、返還を命じない者に対し
ては納付を命じることはできない。

d次の場合には、労働局長はその情状を酌量して納付を命ずる金額の一部を減じ、
又は、納付を命じないことができる。

(a)受給者の生計が著しく貧困である場合、他人の圧迫により不正受給を余偽なく

された場合等不正をなすに至った動機にやむを得ない理由があると認められると
き

(b)不正受給が発見される前に、自発的に届け出る等反省の情が顕著であるとき

(c)不正により受給した額が少額であるとき

(d)支払能力を考慮して、納付を命じないことが適切であると認められるとき

(e) その他(a)から(b)までと同等のやむを得ない理由があると認められるとき

（二） その他

上記(f)b(c)は、この場合にも準用する。

二連帯納付命令（賃確法第8条第2項）

連帯納付命令に関する用語の意味は、連帯返還命令の場合の上記口bと同様である。

連帯納付命令は、未払賃金の立替払における不正受給に係る連帯納付命令書（同様式

第17号）により行うこと。様式第17号は、事業主及び不正受給者の双方に対し、そ

れぞれ一枚ずつ同文のものを送付すること。この場合は、上記例cの様式第，6号によ

る納付を命ずる必要はない。

なお、上記㈹b(c)は、この場合にも準用する。

〔歳入徴収官の徴収手続〕

歳入徴収官は労働局長の返還命令等に基づき、債権確認決議を次により行うこと。

イ調査確認

（ｲ）返還命令及び連帯返還命令の場合

（債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入
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（項）雑収入

（目）返納金債権

（歳入科目）

労働保険特別会計労災勘定

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）雑入

口納付命令及び連帯納付命令の場合

（債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）損害賠償金債権

（歳入科目）

労働保険特別会計労災勘定

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）雑入

口納付期限

返還金については、当該債権の発と

であり、納付金については調調査決ラ

ハその他

督促手続、延滞金及び強制執行等

同じである。

当該債権の発生

延滞金及び強制執行等

I １
１
』
Ｈ
７
Ｉ
Ｉ
ｒ

I

， ’

の原因となった不正受給に係る立替払を行った日
一,斗調奉津壷のRから20日以内の適宜な日である。調査決定の日から2

については、労災保険法第12条の3の場合と全て

(7)労働者災害補償保険特別支給金支給規則該当
偽りその他不正の手段により特別支給金の支給を受けた者があるときは、その支給を受
けた者から、偽りその他の不正の手段により支給を受けた部分に相当する金額（特別支給
金の支給に要した費用）を徴収することになる（民法第704号） （参考54）。この徴
収金は歳入金の返納金債権または損害賠償金債権として歳入徴収官が債権の管理及び徴収

0

事務を一元的に行うこと。

なお、この対象者及び徴収方法については、前記労災保険法第12条の3の不正受給者
’ －28－



からの費用徴収に準じて取扱うこととするが、労災保険法第12条の3の適用はない。し

たがって、時効は徴収法第41条の準用はなく、会計法第30条により5年となり、延滞

金については昭和32年1月10日付け蔵計105号、大蔵大臣通達により、不当利得の

日を履行期限として、不当利得時の翌日から遅延利息を付して弁済させること（参考

55）。

イ調査確認

歳入徴収官は、債権確認決議書（債管様式第1号）により調査確認を行うこと。

（ｲ）不正受給者からの回収の場合

（債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）返納金債権

（歳入科目）

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）雑入

口事業主からの回収の場合

（債権の種類）

歳入金債権

（款）雑収入

（項）雑収入

（目）損害賠償金債権

（歳入科目）

（款）雑収入

（項）雑収入

（目〕雑入

口延滞金
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特別支給金を支払った翌日から弁済日までの間、年5分と-上,て徴収する。

債権管理簿への登記・納入の告知・督促・時効及び時効の中断

前記2過誤払返納金債権（過年度分）と同様に取扱うこと。
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4 労災保険法第1 2条の4該当

（平成8年10月28日付基発第643号「第三者行為災害事務取扱手引」参照）
（1）第三者行為災害の概要

労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して
必要な保険給付等を行うことを目的としているが、その保険給付の原因となった業務災害
又は通勤災害が保険関係外にいる者（以下「第三者」という。）、すなわち保険者である
政府、保険加入者である事業主及び保険給付を受けるべき者（以下「受給権者」という｡）
である被災労働者（以下「第一当事者」という。）又はその遺族以外の者の加害行為等に
よって発生する場合があり、保険給付の原因となった災害が第三者の行為等によって発生
した場合を、労災保険においては特に「第三者行為災害」と称している。
この第三者行為災害には、当該災害が第三者の直接の行為によって発生したもののみな
らず、当該災害について直接の行為者ではない第三者が損害賠償責任を負う場合をも含む
ものである。第一当事者又はその遺族（以下「第一当事者等」という。）に対して損害賠
償責任を負う者としては、加害行為に起因して不法行為責任を負った加害者（以下「第二
当事者」という。）だけではなく、民法第715条に基づき使用者責任を負う使用者や自
動車損害賠償保障法（以下「自賠法」という。）第3条に基づき運行供用者責任を負う運

引

例

１
１

’

I
行供用者等が考えられる。

第三者行為災害は、一般に災害の発生について、 「第三者」の行為が介在するため、第
一当事者等は、労災保険に対する保険給付請求権を取得すると同時に、第三者に対しても
不法行為又は債務不履行等による損害賠償請求権を取得することとなるが、同一の事由に
ついて重複して損失がてん補されることとなれば、第一当事者等は実際の損害額よりも多
くの支払を受けることとなり不合理な結果を招くことになる。
また、第一当事者等にてん補されるべき損失は、最終的には政府によってではなく、災
害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであ
ると考えられる。 ．

このため､労災保険法では第’2条の4において､保険給付と損害賠償との調整につい
て定め、第三者行為災害について、①先に政府が保険給付をしたときは、政府は受給権者
が当該第三者に対して有する損害賠償請求権（求償権）を保険給付の価額の限度で取得す
るものとし、②受給権者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の
限度で保険給付をしないことができることとしている。

－30－



（参考）

労災保険法第12条の4 （第三者の行為による事故）

①政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、

保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対

して有する損害賠償の請求権を取得する。

②前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につい

て損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる。

監督署の事務

労災保険法第12条の4第1項により、国が取得する損害賠償請求権に係る管理事務は、

第一当事者の所属する事業場を管轄する労働局長である歳入徴収官が行うものであり、こ

の債権の取得原因である保険給付を行った監督署長は、労働局長たる歳入徴収官に対して、

債権発生について下記イ又は口の通知を行なわなければならない。 （債管法第12条）

イ保険給付（求償権取得・債権発生）通知書

（ｲ）事務処理について

第三者行為災害の場合には、政府は第一当事者等に対して労災保険を給付すること

により保険給付の価額の限度で第二当事者等に対する求償権を取得することになるた

め、監督署長は最初に保険給付を行った際及び2回目以降の保険給付については四半

期ごとに取りまとめ、当該期末の翌月の末日までに災害発生年月日、債務者の氏名又

は名称、労災保険の給付状況等を通知書により労働局長に対して通知すること。ただ

し、債務者より速やかに損害賠償に応じる旨の申し出が行われているような場合には、

そのつど遅滞なく労働局長に対して通知すること。

なお、診療費に係る通知書も診療費・薬剤費検索出力帳票により署において作成す

ること。 （三者行為災害該当事案リストについては、基本情報に三者行為災害登録さ

れている請求書等が入力された翌日に入力局(RIC)のLPに配信されるので労働

局長は当該リストを監督署長に送付すること。入力局と管轄局が異なる場合は双方の

局(RIC)に配信されるものであること。）

また、同一事案について不真正連帯債務を負う債務者が複数存在する場合には、原

則として各債務者ごとに作成すること。ただし、使用者等の特定の債務者より確実に

応償されることが見込まれる場合には､当該特定の債務者についてのみ作成すること

として差し支えないこと。

口添付書類

(2)
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１

通知書には、以下の書類を添付すること。

a第三者行為災害届及び念書等の添付書類

b第三者行為災害報告書

c第三者行為災害調査書

d保険会社等より送付された回答書（写し）

e その他必要と思われる関係書類

ロ求償権取得・債権発生通知書（求償差し控え該当事案）
求償権行使の差し控えの判断は、あくまで歳入徴収官としての立場において労働局長
が行うものであるため、監督署長は自らの判断で求償権行使の差し控えを決定すること
はできないことに十分に留意し、以下の手順により事務処理を行うこと。
（ｲ）監督署長は、求償権行使の差し控えに該当する事案であると判断した場合には、様
式第12号(2)「求償権取得・債権発生通知書（求償差し控え該当事案）」により労働
局長に対して通知すること。

なお、様式第12号(1)は署の控えとすること。

口労働局長に対する通知は、四半期ごとに該当事案を取りまとめ、当該四半期末の翌
月の末日までに、様式第12号(2)に様式第12号(3)及び様式第12号(4)を添付した状
態で行うこと。

㈱通知に添付する書類は、第三者行為災害届のみとし、その他の書類は控えとともに
署において保管しておくこと。

なお、第三者行為災害届が第一当事者等より提出されていないような場合には、第
三者行為災害報告書又は第三者行為災害調査書等を第三者行為災害届に代えて添付す

I
’

｜
I

|' ’

I ることとして差し支えないこと。

倒様式第12号(1)、 (2)「求償権取得。債権発生通知書（求償差し控え該当事案）」の
記入に当たっては、求償権行使の差し控え事案に該当すると判断する理由を選択肢の
中から選び、必ず明示すること。

なお､用紙右上の｢NQ｣欄には､署毎に年度毎の一連番号を記入すること。
また、様式第2号(1)「通知書」とは別に編てつし保管すること。

ハ求償の予告

〈ｲ） 自賠責保険等及び自動車保険等の適用対象となる事案の取扱い
自賠責保険等及び自動車保険等の適用対象となる事案については、第一次的には保
険会社等に対して求償することとしているが、保険会社等に対しては様式第5号の照
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